
広
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日 

広
島
県
知
事 

湯

﨑

英

彦

広
島
県
規
則
第
九
号 

広
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

広
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改

正

後

改

正

前

 

（
局
の
分
課
） 

第
五
条 

（
略
） 

局
名 

課
名 

（
略
） 

（
略
） 

地
域
政
策

局

地
域
政
策
総
務
課
、
市
町
行
財
政
課
、
地

域
力
創
造
課
、
公
共
交
通
政
策
課
、
都
市

圏
魅
力
づ
く
り
推
進
課
、
中
山
間
地
域
振

興
課
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
課
、
国
際
課 

（
略
） 

（
略
） 

商
工
労
働

局

商
工
労
働
総
務
課
、
雇
用
労
働
政
策
課
、

人
的
資
本
経
営
促
進
課
、
職
業
能
力
開
発

課
、
産
業
人
材
課
、
経
営
革
新
課
、
県
内

投
資
促
進
課
、
観
光
課 

（
略
） 

（
略
） 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
局
に
Ｄ
Ｘ

推
進
チ
ー
ム
、
経
営
企
画
チ
ー
ム
及
び
施
策
形
成
支

援
チ
ー
ム
を
、
商
工
労
働
局
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推

進
チ
ー
ム
を
置
く
。 

（
総
務
局
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
八
条 

（
略
） 

総
務
課
―
税
務
課 

（
略
） 

経
営
企
画
チ
ー
ム 

一

（
略
） 

二

庁
内
連
携
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

三
―
九 

（
略
） 

 

施
策
形
成
支
援
チ
ー
ム
―
研
究
開
発
課 

（
略
） 

２
―
５ 

（
略
） 

（
地
域
政
策
局
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
九
条 

（
略
） 

地
域
政
策
総
務
課
―
地
域
力
創
造
課 

（
略
） 

公
共
交
通
政
策
課 

一 

地
域
公
共
交
通
の
維
持
・
確
保
に
関
す
る
こ 

と
。 

二 

地
域
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
・
利 

便
性
向
上
に
関
す
る
こ
と
。 

（
局
の
分
課
） 

第
五
条 

（
略
） 

局
名 

課
名 

（
略
） 

（
略
） 

地
域
政
策

局

地
域
政
策
総
務
課
、
市
町
行
財
政
課
、
地

域
力
創
造
課
、
都
市
圏
魅
力
づ
く
り
推
進

課
、
中
山
間
地
域
振
興
課
、
ス
ポ
ー
ツ
推

進
課
、
国
際
課 

（
略
） 

（
略
） 

商
工
労
働

局

商
工
労
働
総
務
課
、
雇
用
労
働
政
策
課
、 

働
き
方
改
革
推
進
・
働
く
女
性
応
援
課
、 

職
業
能
力
開
発
課
、
産
業
人
材
課
、
経
営 

革
新
課
、
県
内
投
資
促
進
課
、
観
光
課 

（
略
） 

（
略
） 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
局
に
Ｄ
Ｘ

推
進
チ
ー
ム
、
経
営
企
画
チ
ー
ム
及
び
施
策
形
成
支

援
チ
ー
ム
を
、
地
域
政
策
局
に
広
島
サ
ミ
ッ
ト
推
進

チ
ー
ム
を
、
商
工
労
働
局
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進

チ
ー
ム
を
置
く
。 

 

（
総
務
局
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
八
条 

（
略
） 

総
務
課
―
税
務
課 

（
略
） 

経
営
企
画
チ
ー
ム 

一

（
略
） 

 
 

二
―
八 

（
略
） 

 

施
策
形
成
支
援
チ
ー
ム
―
研
究
開
発
課 

（
略
） 

２
―
５ 

（
略
） 

（
地
域
政
策
局
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
九
条 

（
略
） 

地
域
政
策
総
務
課
―
地
域
力
創
造
課 

（
略
） 



三 

市
町
の
生
活
交
通
再
編
支
援
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

新
た
な
生
活
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
に
関
す 

る
こ
と
。 

都
市
圏
魅
力
づ
く
り
推
進
課
―
国
際
課 

（
略
） 

 
             

（
健
康
福
祉
局
各
課
の
分
掌
事
務
等
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

健
康
福
祉
総
務
課 

一
―
六 

（
略
） 

七 

広
島
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

（
略
） 

健
康
危
機
管
理
課 

一
―
九 

（
略
） 

 
 

十 

感
染
症
対
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
一 

感
染
症
予
防
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
二 

予
防
接
種
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
三 

検
疫
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
四 

広
島
県
感
染
症
・
疾
病
管
理
セ
ン
タ
ー
に 

関
す
る
こ
と
。 

十
五 

広
島
県
感
染
症
診
査
協
議
会
の
総
括
に
関 

す
る
こ
と
。 

 
 

十
六 

そ
の
他
予
防
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。 

 

子
供
未
来
応
援
課
・
安
心
保
育
推
進
課 

（
略
） 

 

こ
ど
も
家
庭
課 

一
―
九 

（
略
） 

十 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関 

す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
に 

関
す
る
こ
と
。 

十
一
―
十
五 

（
略
） 

十
六 

県
の
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ 

と
。 

十
七
・
十
八 

（
略
） 

 

被
爆
者
支
援
課
―
薬
務
課 

（
略
） 

 

医
療
介
護
政
策
課 

一
―
三 

（
略
） 

 
 

四 

在
宅
医
療
提
供
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。 

五
―
七 

（
略
） 

  

医
療
機
能
強
化
推
進
課 

 
 

一 

高
度
医
療
機
能
及
び
地
域
医
療
体
制
の
確
保 

に
関
す
る
こ
と
。 

二 

地
方
独
立
行
政
法
人
広
島
県
立
病
院
機
構
評 

   

都
市
圏
魅
力
づ
く
り
推
進
課
―
国
際
課 

（
略
） 

広
島
サ
ミ
ッ
ト
推
進
チ
ー
ム 

広
島
サ
ミ
ッ
ト
に
関
す
る
こ
と
。 

２ 

地
域
政
策
局
に
、
第
五
条
に
規
定
す
る
課
の
ほ
か
、 

交
通
対
策
担
当
課
長
を
置
く
。 

３ 

交
通
対
策
担
当
課
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分 

掌
す
る
。 

一 

地
域
公
共
交
通
の
維
持
・
確
保
に
関
す
る
こ 

と
。 

二 

地
域
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
・
利 

便
性
向
上
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

市
町
の
生
活
交
通
再
編
支
援
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

新
た
な
生
活
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
に
関
す 

る
こ
と
。 

 

（
健
康
福
祉
局
各
課
の
分
掌
事
務
等
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

健
康
福
祉
総
務
課 

一
―
六 

（
略
） 

 

七 

（
略
） 

健
康
危
機
管
理
課 

一
―
九 

（
略
） 

 
        

子
供
未
来
応
援
課
・
安
心
保
育
推
進
課 

（
略
） 

こ
ど
も
家
庭
課 

一
―
九 

（
略
） 

十 

売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十 

八
号
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
一
―
十
五 

（
略
） 

 

十
六 

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
七
・
十
八 

（
略
） 

被
爆
者
支
援
課
―
薬
務
課 

（
略
） 

医
療
介
護
政
策
課 

一
―
三 

（
略
） 

 

四 

高
齢
者
プ
ラ
ン
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五
―
七 

（
略
） 

 
 

八 

地
域
保
健
対
策
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。 

 

医
療
機
能
強
化
推
進
課 

高
度
医
療
機
能
及
び
地
域
医
療
体
制
の
確
保
に 

関
す
る
こ
と
。 

 



価
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。 

医
療
介
護
基
盤
課 

一
―
二
十
三 

（
略
） 

 
 

二
十
四 

地
域
保
健
対
策
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。 

二
十
五
―
二
十
七 

（
略
） 

  

二
十
八
・
二
十
九 

（
略
） 

健
康
づ
く
り
推
進
課 
（
略
） 

医
療
介
護
保
険
課 

一
―
三 

（
略
） 

四 

高
齢
者
プ
ラ
ン
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

五
・
六 

（
略
） 

国
民
健
康
保
険
課 

（
略
） 

地
域
共
生
社
会
推
進
課 

一
―
四 

（
略
） 

五 

在
宅
医
療
に
関
す
る
こ
と
。
（
健
康
福
祉
局 

中
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

六
―
十
一 

（
略
） 

社
会
援
護
課
・
障
害
者
支
援
課 

（
略
） 

                 

（
商
工
労
働
局
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

商
工
労
働
総
務
課
・
雇
用
労
働
政
策
課 

（
略
） 

 

人
的
資
本
経
営
促
進
課 

 
 

一 

県
内
企
業
に
対
す
る
人
的
資
本
経
営
の
促
進 

に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

二 

リ
ス
キ
リ
ン
グ
推
進
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。 

三
―
五 

（
略
） 

職
業
能
力
開
発
課 

（
略
） 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
チ
ー
ム 

 

一
―
五 

（
略
） 

 

六 

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化 

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
三 

号
）
及
び
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年 

法
律
第
二
十
六
号
）
に
関
す
る
こ
と
。 

七
―
二
十
二 

（
略
） 

産
業
人
材
課 

産
業
人
材
の
育
成
支
援
及
び
確
保
に
関
す
る
こ

と
。
（
商
工
労
働
局
中
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

 

医
療
介
護
基
盤
課 

一
―
二
十
三 

（
略
） 

 

二
十
四
―
二
十
六 

（
略
） 

二
十
七 

広
島
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る 

こ
と
。 

 
 

二
十
八
・
二
十
九 

（
略
） 

 

健
康
づ
く
り
推
進
課 

（
略
） 

 

医
療
介
護
保
険
課 

一
―
三 

（
略
） 

 

四
・
五 

（
略
） 

国
民
健
康
保
険
課 

（
略
） 

地
域
共
生
社
会
推
進
課 

一
―
四 

（
略
） 

 
 

五 

在
宅
医
療
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六
―
十
一 

（
略
） 

社
会
援
護
課
・
障
害
者
支
援
課 

（
略
） 

２ 
健
康
福
祉
局
に
、
第
五
条
に
規
定
す
る
課
の
ほ
か
、 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
担
当
課
長
を
置 

く
。 

３ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
担
当
課
長
は
、 

次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。 

一 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
総
合
調 

整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

感
染
症
予
防
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

予
防
接
種
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

検
疫
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

広
島
県
感
染
症
・
疾
病
管
理
セ
ン
タ
ー
に
関
す 

る
こ
と
。 

 

六 

広
島
県
感
染
症
診
査
協
議
会
の
総
括
に
関
す
る 

こ
と
。 

 

七 

そ
の
他
予
防
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。 

  

（
商
工
労
働
局
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
十
二
条 

（
略
） 
 

商
工
労
働
総
務
課
・
雇
用
労
働
政
策
課 

（
略
） 

 

働
き
方
改
革
推
進
・
働
く
女
性
応
援
課 

   

一
―
三 

（
略
） 

 

職
業
能
力
開
発
課 

（
略
） 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
チ
ー
ム 

 

一
―
五 

（
略
） 

    

六
―
二
十
一 

（
略
） 

産
業
人
材
課 

産
業
人
材
の
育
成
支
援
及
び
確
保
に
関
す
る
こ

と
。 



の
を
除
く
。
） 

経
営
革
新
課 

一
―
二
十 

（
略
） 

    

二
十
一
・
二
十
二 

（
略
） 

 
 

二
十
三 

機
動
的
な
経
済
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

（
他
局
及
び
商
工
労
働
局
中
他
課
の
所
掌
に
属 

す
る
も
の
を
除
く
。
） 

二
十
四 

（
略
） 

県
内
投
資
促
進
課
・
観
光
課 

（
略
） 

 
 

（
土
木
建
築
局
各
課
の
分
掌
事
務
等
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

土
木
建
築
総
務
課
―
都
市
環
境
整
備
課 

建
築
課 

一
―
七 

（
略
） 

 

八 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等 

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十 

三
号
）
に
関
す
る
こ
と
。 

九
―
二
十
四 

（
略
） 

住
宅
課
・
営
繕
課 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
名
称
、
目
的
等
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

主
管
局
課 

名
称 

目
的 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

健
康
福

祉
局 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

薬
務
課 

（
略
） 

（
略
） 

医
療
機

能
強
化

推
進
課 

地
方
独

立
行
政

法
人
広

島
県
立

病
院
機

構
評
価

委
員
会 

地
方
独
立
行
政
法
人
法

の
規
定
に
基
づ
き
、
地

方
独
立
行
政
法
人
広
島

県
立
病
院
機
構
の
業
務

の
実
績
に
関
す
る
評
価

そ
の
他
同
法
又
は
地
方

独
立
行
政
法
人
広
島
県

立
病
院
機
構
評
価
委
員

会
条
例
（
令
和
六
年
広

島
県
条
例
第
一
号
）
に

よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ

せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理

す
る
こ
と
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

土
木
建

築
局 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

建
築
課 

広
島
県

建
築
審

査
会 

建
築
基
準
法
の
規
定
に

基
づ
き
、
知
事
又
は
建

築
主
事
等
の
処
分
に
対

す
る
審
査
請
求
を
裁
定 

 経
営
革
新
課 

一
―
二
十 

（
略
） 

 

二
十
一 

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円 

滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三 

十
三
号
）
及
び
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十 

二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
関
す
る
こ
と
。 

二
十
二
・
二
十
三 

（
略
） 

   

二
十
四 

（
略
） 

県
内
投
資
促
進
課
・
観
光
課 

（
略
） 

 

（
土
木
建
築
局
各
課
の
分
掌
事
務
等
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

土
木
建
築
総
務
課
―
都
市
環
境
整
備
課 

建
築
課 

一
―
七 

（
略
） 

 
八 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に 

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三 

号
）
に
関
す
る
こ
と
。 

九
―
二
十
四 

（
略
） 

 

住
宅
課
・
営
繕
課 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
名
称
、
目
的
等
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

主
管
局
課 

名
称 
目
的 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

健
康
福

祉
局 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

薬
務
課 

（
略
） 

（
略
） 

             

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

土
木
建 

築
局 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

建
築
課 

広
島
県

建
築
審

査
会 

建
築
基
準
法
の
規
定
に

基
づ
き
、
知
事
又
は
建

築
主
事
の
処
分
に
対
す 

る
審
査
請
求
を
裁
定
し
、 



 

 
 

し
、
及
び
壁
面
線
の
指

定
そ
の
他
知
事
が
行
う

処
分
に
つ
い
て
同
意
を

行
う
ほ
か
、
知
事
の
諮

問
に
応
じ
、
同
法
の
施

行
に
関
す
る
重
要
事
項 

を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

２
―
４ 

（
略
） 

 

（
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
四
十
二
条 

（
略
） 

 

広
島
県
西
部
厚
生
環
境
事
務
所 

 
 

厚
生
課 

一
―
十
二 

（
略
） 

十
三 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援 

に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
こ
と
。 

十
四
―
二
十
四 

（
略
） 

保
健
課
―
試
験
検
査
課 

（
略
） 

広
島
県
西
部
東
厚
生
環
境
事
務
所 

 

厚
生
課 

一
―
十
一 

（
略
） 

十
二 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援 

に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
こ
と
。 

十
三
―
二
十 

（
略
） 

保
健
課
―
環
境
管
理
課 

（
略
） 

広
島
県
東
部
厚
生
環
境
事
務
所 

 

厚
生
課 

一
―
十
一 

（
略
） 

十
二 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援 

に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
こ
と
。 

十
三
―
二
十 

（
略
） 

保
健
課
―
環
境
管
理
課 

（
略
） 

広
島
県
北
部
厚
生
環
境
事
務
所 

厚
生
課 

一
―
十
一 

（
略
） 

十
二 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援 

に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
こ
と
。 

十
三
―
二
十 

（
略
） 

保
健
課
―
環
境
管
理
課 

（
略
） 

 （
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
五
十
二
条 

（
略
） 

 

厚
生
課 

一
―
十
三 

（
略
） 

十
四 

診
療
放
射
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法 

律
第
二
百
二
十
六
号
）
に
関
す
る
こ
と
。 

十
五
―
二
十 

（
略
） 

保
健
課
―
試
験
検
査
課 

（
略
） 

 

（
支
所
の
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
五
十
七
条 

（
略
） 

厚
生
課
（
広
島
県
西
部
保
健
所
広
島
支
所
及
び
広
島

 

 

及
び
壁
面
線
の
指
定
そ

の
他
知
事
が
行
う
処
分

に
つ
い
て
同
意
を
行
う

ほ
か
、
知
事
の
諮
問
に

応
じ
、
同
法
の
施
行
に

関
す
る
重
要
事
項
を
調

査
審
議
す
る
こ
と
。 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

２
―
４ 

（
略
） 

 

（
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
四
十
二
条 

（
略
） 

 

広
島
県
西
部
厚
生
環
境
事
務
所 

 
 

厚
生
課 

一
―
十
二 

（
略
） 

十
三 

売
春
防
止
法
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
四
―
二
十
四 

（
略
） 

保
健
課
―
試
験
検
査
課 

（
略
） 

広
島
県
西
部
東
厚
生
環
境
事
務
所 

 

厚
生
課 

一
―
十
一 
（
略
） 

十
二 

売
春
防
止
法
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
三
―
二
十 

（
略
） 

 
 

保
健
課
―
環
境
管
理
課 
（
略
） 

広
島
県
東
部
厚
生
環
境
事
務
所 

 

厚
生
課 

一
―
十
一 

（
略
） 

十
二 

売
春
防
止
法
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
三
―
二
十 

（
略
） 

保
健
課
―
環
境
管
理
課 

（
略
） 

広
島
県
北
部
厚
生
環
境
事
務
所 

 

厚
生
課 

一
―
十
一 

（
略
） 

十
二 

売
春
防
止
法
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
三
―
二
十 

（
略
） 

 
 

保
健
課
―
環
境
管
理
課 

（
略
） 

 

（
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
五
十
二
条 

（
略
） 

厚
生
課 

一
―
十
三 

（
略
） 

  

十
四
―
十
九 

（
略
） 

保
健
課
―
試
験
検
査
課 

（
略
） 

 

（
支
所
の
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
五
十
七
条 

（
略
） 

厚
生
課
（
広
島
県
西
部
保
健
所
広
島
支
所
及
び
広
島



県
東
部
保
健
所
福
山
支
所
に
限
る
。
） 

一
―
十
二 

（
略
） 

 
十
三 

診
療
放
射
線
技
師
法
に
関
す
る
こ
と
。 

十
四
―
十
八 

（
略
） 

保
健
課
（
広
島
県
西
部
保
健
所
広
島
支
所
及
び
広
島

県
東
部
保
健
所
福
山
支
所
に
限
る
。
） 

（
略
） 

厚
生
保
健
課
（
広
島
県
西
部
保
健
所
呉
支
所
に
限
る
。 

） 

一
―
十
二 

（
略
） 

十
三 

診
療
放
射
線
技
師
法
に
関
す
る
こ
と
。 

十
四
―
三
十
八 

（
略
） 

衛
生
環
境
課
・
試
験
検
査
課
（
広
島
県
東
部
保
健
所

福
山
支
所
に
限
る
。
） 

（
略
） 

 

（
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
） 

第
六
十
六
条 

児
童
福
祉
法
第
十
二
条
第
一
項
、
知
的

障
害
者
福
祉
法
第
十
二
条
第
一
項
、
困
難
な
問
題
を

抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一

項
及
び
行
政
機
関
設
置
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り

設
置
さ
れ
た
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置

及
び
所
管
区
域
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

名
称 

位
置 

所
管
区
域 

広
島
県
西
部
こ

ど
も
家
庭
セ
ン

タ
ー 

広
島
市
南
区
宇

品
東
四
丁
目 

呉
市
、
竹
原
市
、 

大
竹
市
、
東
広

島
市
、
廿
日
市 

市
、
江
田
島
市
、 

安
芸
郡
、
山
県

郡
及
び
豊
田
郡 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

広
島
県
北
部
こ

ど
も
家
庭
セ
ン

タ
ー 

三
次
市
十
日
市

東
四
丁
目 

三
次
市
、
庄
原

市
及
び
安
芸
高

田
市 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
困
難
な
問
題
を
抱

え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
三
項

各
号
及
び
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者

の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
三
項
各
号
に
掲

げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
広
島
市
の
区
域
は
広
島
県

西
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
の
所
管
区
域
と
す
る
。 

 

（
所
掌
事
務
） 

第
六
十
七
条 

（
略
） 

一
―
十
一 

（
略
） 

十
二 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
く
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性 

に
関
す
る
相
談
、
医
学
的
又
は
心
理
学
的
な
援
助
、 

自
立
支
援
等
に
関
す
る
こ
と
。 

十
三 

（
略
） 

十
四 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関

す
る
法
律
及
び
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び

被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
一
時

保
護
に
関
す
る
こ
と
。
（
広
島
県
西
部
こ
ど
も
家

庭
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。
） 

２ 

（
略
） 

県
東
部
保
健
所
福
山
支
所
に
限
る
。
） 

一
―
十
二 

（
略
） 

 

十
三
―
十
七 

（
略
） 

保
健
課
（
広
島
県
西
部
保
健
所
広
島
支
所
及
び
広
島

県
東
部
保
健
所
福
山
支
所
に
限
る
。
） 

（
略
） 

厚
生
保
健
課
（
広
島
県
西
部
保
健
所
呉
支
所
に
限
る
。 

） 

一
―
十
二 

（
略
） 

 

十
三
―
三
十
七 

（
略
） 

衛
生
環
境
課
・
試
験
検
査
課
（
広
島
県
東
部
保
健
所

福
山
支
所
に
限
る
。
） 

（
略
） 

 

（
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
） 

第
六
十
六
条 

児
童
福
祉
法
第
十
二
条
第
一
項
、
知
的

障
害
者
福
祉
法
第
十
二
条
第
一
項
、
売
春
防
止
法
第

三
十
四
条
第
一
項
及
び
行
政
機
関
設
置
条
例
第
六
条

の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
は
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。 

名
称 

位
置 

所
管
区
域 

広
島
県
西
部
こ

ど
も
家
庭
セ
ン

タ
ー 

広
島
市
南
区
宇

品
東
四
丁
目 

呉
市
、
竹
原
市
、 

大
竹
市
、
東
広

島
市
、
廿
日
市

市
、
安
芸
高
田 

市
、
江
田
島
市
、 

安
芸
郡
、
山
県

郡
及
び
豊
田
郡 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

広
島
県
北
部
こ

ど
も
家
庭
セ
ン

タ
ー 

三
次
市
十
日
市

東
四
丁
目 

三
次
市
及
び
庄

原
市 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
売
春
防
止
法
第
三

十
四
条
第
三
項
各
号
及
び
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防

止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第

三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
広
島
市
の

区
域
は
広
島
県
西
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
の
所
管

区
域
と
す
る
。 

 

（
所
掌
事
務
） 

第
六
十
七
条 

（
略
） 

 

一
―
十
一 

（
略
） 

 

十
二 

売
春
防
止
法
に
基
づ
く
要
保
護
女
子
等
問
題

を
抱
え
た
女
性
に
関
す
る
相
談
、
医
学
的
、
心
理

学
的
及
び
職
能
的
判
定
、
自
立
支
援
等
に
関
す
る

こ
と
。 

 

十
三 

（
略
） 

 

十
四 

売
春
防
止
法
及
び
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防

止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
一
時
保
護
に
関
す
る
こ
と
。
（
広
島
県
西
部
こ

ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。
） 

 

２ 

（
略
） 



 

（
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
六
十
九
条 

（
略
） 

 

広
島
県
西
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー 

 
 

総
務
企
画
課 

 
 
 

一
・
二 
（
略
） 

 
 
 

三 

児
童
、
知
的
障
害
者
、
困
難
な
問
題
を
抱 

え
る
女
性
及
び
配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
被
害 

者
の
福
祉
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供 

に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

四 

児
童
、
知
的
障
害
者
、
困
難
な
問
題
を
抱 

え
る
女
性
及
び
配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
被
害 

者
の
福
祉
に
係
る
人
材
育
成
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

五 

（
略
） 

相
談
援
助
第
一
課
及
び
相
談
援
助
第
二
課 

 

一
―
十
三 

（
略
） 

 

十
四 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
医
学
的 

又
は
心
理
学
的
な
援
助
そ
の
他
の
必
要
な
援 

助
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

十
五 

（
略
） 

 
 

女
性
相
談
課 

 
 
 

一 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
に
関
す
る
相 

談
、
自
立
支
援
等
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

二 

（
略
） 

 
 

一
時
保
護
課 

 
 
 

一 

（
略
） 

 
 
 

二 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
及
び
配
偶
者 

等
か
ら
の
暴
力
被
害
者
の
一
時
保
護
に
関
す 

る
こ
と
。 

広
島
県
東
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー 

 
 

総
務
課 

（
略
） 

相
談
援
助
第
一
課
及
び
相
談
援
助
第
二
課 

 
 
 

一
―
十
三 

（
略
） 

 
 
 

十
四 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
に
関
す
る 

相
談
、
自
立
支
援
、
医
学
的
又
は
心
理
学
的 

な
援
助
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
等
に
関
す
る 

こ
と
。 

 
 
 

十
五 

（
略
） 

一
時
保
護
課 

（
略
） 

 

広
島
県
北
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー 

相
談
援
助
第
一
課
及
び
相
談
援
助
第
二
課 

 
 
 

一
―
十
四 

（
略
） 

 
 
 

十
五 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
に
関
す
る 

相
談
、
自
立
支
援
、
医
学
的
又
は
心
理
学
的 

な
援
助
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
等
に
関
す
る 

こ
と
。 

 
 
 

十
六 

（
略
） 

 

（
内
部
組
織
） 

第
七
十
三
条 

（
略
） 

農
林
水
産
事
務

所
名 

課
名 

位
置 

広
島
県
西
部
農

林
水
産
事
務
所 

農
村
振
興
課
、

水
産
課 

（
略
） 
 

 
 

 

（
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
六
十
九
条 

（
略
） 

広
島
県
西
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー 

 

総
務
企
画
課 

 
 

一
・
二 

（
略
） 

 
 

三 

児
童
、
知
的
障
害
者
、
要
保
護
女
子
等
問 

題
を
抱
え
た
女
性
及
び
配
偶
者
等
か
ら
の
暴 

力
被
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及 

び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

四 

児
童
、
知
的
障
害
者
、
要
保
護
女
子
等
問 

題
を
抱
え
た
女
性
及
び
配
偶
者
等
か
ら
の
暴 

力
被
害
者
の
福
祉
に
係
る
人
材
育
成
に
関
す 

る
こ
と
。 

 
 
 

五 

（
略
） 

相
談
援
助
第
一
課
及
び
相
談
援
助
第
二
課 

一
―
十
三 

（
略
） 

十
四 

要
保
護
女
子
等
問
題
を
抱
え
た
女
性
の 

医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び 

に
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
指
導
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

十
五 

（
略
） 

 
 

女
性
相
談
課 

 
 
 

一 
要
保
護
女
子
等
問
題
を
抱
え
た
女
性
に
関 

す
る
相
談
、
自
立
支
援
等
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

二 

（
略
） 

 
 

一
時
保
護
課 

 
 
 

一 

（
略
） 

 
 
 

二 

要
保
護
女
子
等
問
題
を
抱
え
た
女
性
及
び 

配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
被
害
者
の
一
時
保
護 

に
関
す
る
こ
と
。 

 

広
島
県
東
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー 

 
 

総
務
課 

（
略
） 

 
 

相
談
援
助
第
一
課
及
び
相
談
援
助
第
二
課 

 
 
 

一
―
十
三 

（
略
） 

 
 
 

十
四 

要
保
護
女
子
等
問
題
を
抱
え
た
女
性
に 

関
す
る
相
談
、
自
立
支
援
、
医
学
的
、
心
理 

学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
こ
れ
ら
に
付 

随
す
る
指
導
等
に
関
す
る
こ
と
。 
 
 
 

十
五 

（
略
） 

 
 

一
時
保
護
課 

（
略
） 

 

広
島
県
北
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー 

 
 

相
談
援
助
第
一
課
及
び
相
談
援
助
第
二
課 

 
 
 

一
―
十
四 

（
略
） 

 
 
 

十
五 

要
保
護
女
子
等
問
題
を
抱
え
た
女
性
に 

関
す
る
相
談
、
自
立
支
援
、
医
学
的
、
心
理 

学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
こ
れ
ら
に
付 

随
す
る
指
導
等
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

十
六 

（
略
） 

 

（
内
部
組
織
） 

第
七
十
三
条 

（
略
） 

農
林
水
産
事
務

所
名 

課
名 

位
置 

広
島
県
西
部
農

林
水
産
事
務
所 

農
村
振
興
課
、

水
産
課 

（
略
） 



 
  

 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
七
十
四
条 

（
略
） 

 

広
島
県
西
部
農
林
水
産
事
務
所 

 
 

農
村
振
興
課 

（
略
） 

 
 

水
産
課 

 
 
 

一 

水
産
業
の
構
造
改
革
の
推
進
に
関
す
る
こ 

と
。 

 
 
 
 

二 

販
売
戦
略
に
基
づ
く
水
産
物
の
流
通
改
善 

及
び
生
産
体
制
の
構
築
に
関
す
る
こ
と
。 

   
 
 

三 

水
産
基
盤
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
こ 

と
。
（
建
設
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の 

を
除
く
。
） 

 
 
 

四 

漁
業
経
営
構
造
改
善
事
業
の
推
進
に
関
す 

る
こ
と
。 

  
 
 

五 

漁
業
法
に
関
す
る
こ
と
。 

  
 
 

六 

漁
船
登
録
及
び
小
型
漁
船
の
総
ト
ン
数
の 

測
度
に
関
す
る
こ
と
。 

  
 
 

七 

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
こ
と
。 

   
 
 

八 

（
略
） 

                       

 

水
産
第
二
課 

呉
市
西
中
央
一

丁
目 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
七
十
四
条 

（
略
） 

 

広
島
県
西
部
農
林
水
産
事
務
所 

 
 

農
村
振
興
課 

（
略
） 

 
 

水
産
課 

 
 
 

一 

水
産
業
の
構
造
改
革
の
推
進
に
関
す
る
こ 

と
。
（
水
産
第
二
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の 

を
除
く
。
） 

 
 
 

二 

販
売
戦
略
に
基
づ
く
水
産
物
の
流
通
改
善 

及
び
生
産
体
制
の
構
築
に
関
す
る
こ
と
。
（ 

水
産
第
二
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。 

） 
 
 
 

三 

水
産
基
盤
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
こ 

と
。
（
水
産
第
二
課
及
び
建
設
事
務
所
の
所 

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 
 

四 
漁
業
経
営
構
造
改
善
事
業
の
推
進
に
関
す 

る
こ
と
。
（
水
産
第
二
課
の
所
掌
に
属
す
る 

も
の
を
除
く
。
） 

 
 
 

五 

漁
業
法
に
関
す
る
こ
と
。
（
水
産
第
二
課 

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 
 

六 

漁
船
登
録
及
び
小
型
漁
船
の
総
ト
ン
数
の 

測
度
に
関
す
る
こ
と
。
（
水
産
第
二
課
の
所 

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 
 

七 

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
こ
と
。
（ 

水
産
第
二
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。 

） 
 
 
 

八 

（
略
） 

 
 

水
産
第
二
課 

 
 
 

一 

水
産
業
の
構
造
改
革
の
推
進
に
関
す
る
こ 

と
。
（
呉
市
、
竹
原
市
、
東
広
島
市
、
江
田 

島
市
及
び
豊
田
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
限 

る
。
） 
 
 
 

二 

販
売
戦
略
に
基
づ
く
水
産
物
の
流
通
改
善 

及
び
生
産
体
制
の
構
築
に
関
す
る
こ
と
。
（ 

呉
市
、
竹
原
市
、
東
広
島
市
、
江
田
島
市
及 

び
豊
田
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 
 

三 

水
産
基
盤
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
こ 

と
。
（
呉
市
、
竹
原
市
、
東
広
島
市
、
江
田 

島
市
及
び
豊
田
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
限 

り
、
建
設
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を 

除
く
。
） 

 
 
 

四 

漁
業
経
営
構
造
改
善
事
業
の
推
進
に
関
す 

る
こ
と
。
（
呉
市
、
竹
原
市
、
東
広
島
市
、 

江
田
島
市
及
び
豊
田
郡
の
区
域
に
係
る
も
の 

に
限
る
。
） 

 
 
 

五 

漁
業
法
に
関
す
る
こ
と
。
（
呉
市
、
竹
原 

市
、
東
広
島
市
、
江
田
島
市
及
び
豊
田
郡
の 

区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 
 

六 

漁
船
登
録
及
び
小
型
漁
船
の
総
ト
ン
数
の 

測
度
に
関
す
る
こ
と
。
（
呉
市
、
竹
原
市
、 



          

農
村
整
備
第
一
課
―
林
務
第
三
課 

（
略
） 

広
島
県
東
部
農
林
水
産
事
務
所
・
広
島
県
北
部
農
林 

水
産
事
務
所 

（
略
） 

 

（
事
業
所
の
名
称
、
位
置
及
び
担
当
区
域
） 

第
七
十
六
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
水
産
業
に
関
す
る

事
務
に
つ
い
て
は
、
広
島
県
西
部
農
林
水
産
事
務
所

呉
農
林
事
業
所
の
担
当
区
域
は
、
呉
市
、
竹
原
市
、

東
広
島
市
、
江
田
島
市
及
び
豊
田
郡
と
す
る
。 

 

（
事
業
所
の
分
掌
事
務
） 

第
七
十
七
条 

（
略
） 

２ 

広
島
県
西
部
農
林
水
産
事
務
所
呉
農
林
事
業
所
は
、 

 

前
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
水
産
業
に
関
す
る

事
務
を
分
掌
す
る
。 

 

（
事
業
所
の
内
部
組
織
） 

第
七
十
八
条 

（
略
） 

農
林
水
産
事
務
所
に

置
く
事
業
所
の
名
称 

課
名 

広
島
県
西
部
農
林
水

産
事
務
所
呉
農
林
事

業
所 

農
村
振
興
課
、
水
産
課
、
農

村
整
備
課
、
林
務
課 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
事
業
所
の
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
七
十
九
条 

（
略
） 

広
島
県
西
部
農
林
水
産
事
務
所
呉
農
林
事
業
所 

 
 

農
村
振
興
課 

（
略
） 

 
 

水
産
課 

 
 
 

一 

水
産
業
の
構
造
改
革
の
推
進
に
関
す
る
こ 

と
。 

 
 
 

二 

販
売
戦
略
に
基
づ
く
水
産
物
の
流
通
改
善 

及
び
生
産
体
制
の
構
築
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

三 

水
産
基
盤
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
こ 

と
。
（
建
設
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の 

を
除
く
。
） 

 
 
 

四 

漁
業
経
営
構
造
改
善
事
業
の
推
進
に
関
す 

る
こ
と
。 

 
 
 

五 

漁
業
法
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

六 

漁
船
登
録
及
び
小
型
漁
船
の
総
ト
ン
数
の 

測
度
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

七 

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

八 

保
護
水
面
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

東
広
島
市
、
江
田
島
市
及
び
豊
田
郡
の
区
域 

に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 
 

七 

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
こ
と
。
（ 

呉
市
、
竹
原
市
、
東
広
島
市
、
江
田
島
市
及 

び
豊
田
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 
 

八 

保
護
水
面
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

九 

前
各
号
の
ほ
か
、
水
産
業
の
指
導
及
び
奨 

励
に
関
す
る
こ
と
。
（
呉
市
、
竹
原
市
、
東 

広
島
市
、
江
田
島
市
及
び
豊
田
郡
の
区
域
に 

係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

農
村
整
備
第
一
課
―
林
務
第
三
課 

（
略
） 

広
島
県
東
部
農
林
水
産
事
務
所
・
広
島
県
北
部
農
林 

水
産
事
務
所 

（
略
） 

 

（
事
業
所
の
名
称
、
位
置
及
び
担
当
区
域
） 

第
七
十
六
条 

（
略
） 

     

（
事
業
所
の
分
掌
事
務
） 

第
七
十
七
条 
（
略
） 

 
   

（
事
業
所
の
内
部
組
織
） 

第
七
十
八
条 

（
略
） 

農
林
水
産
事
務
所
に

置
く
事
業
所
の
名
称 

課
名 

広
島
県
西
部
農
林
水

産
事
務
所
呉
農
林
事

業
所 

農
村
振
興
課
、
農
村
整
備
課
、 

林
務
課 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
事
業
所
の
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
七
十
九
条 

（
略
） 
 

広
島
県
西
部
農
林
水
産
事
務
所
呉
農
林
事
業
所 

 
 

農
村
振
興
課 

（
略
） 

               



 
 
 

九 

前
各
号
の
ほ
か
、
水
産
業
の
指
導
及
び
奨 

励
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

農
村
整
備
課
・
林
務
課 

（
略
） 

 

広
島
県
西
部
農
林
水
産
事
務
所
東
広
島
農
林
事
業
所 

 

・
広
島
県
東
部
農
林
水
産
事
務
所
尾
道
農
林
事
業
所 

 
 

（
略
） 

 

（
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
） 

第
九
十
三
条 

（
略
） 

名
称 

位
置 

所
管
区
域 

広
島
県
西
部
建

設
事
務
所 

広
島
市
南
区
比

治
山
本
町 
広
島
市
、
呉
市
、 

竹
原
市
、
大
竹 

市
、
東
広
島
市
、 

廿
日
市
市
、
江

田
島
市
、
安
芸

郡
、
山
県
郡
及

び
豊
田
郡 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

広
島
県
北
部
建

設
事
務
所 

三
次
市
十
日
市

東
四
丁
目 

三
次
市
、
庄
原

市
及
び
安
芸
高

田
市 

 

（
所
掌
事
務
） 

第
九
十
四
条 

（
略
） 

 

一
―
十
五 

（
略
） 

 

十
六 

旧
住
宅
地
造
成
事
業
に
関
す
る
法
律
及
び
宅 

地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
に
関
す
る
こ
と
。 

十
七
―
二
十 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
内
部
組
織
） 

第
九
十
五
条 

（
略
） 

建
設
事
務
所
名 

課
及
び
事
業
所
名 

 
 

広
島
県
西
部
建
設
事

務
所 

建
設
総
務
課
、
建
設
業
課
、 

用
地
第
一
課
、
用
地
第
二
課
、 

管
理
課
、
維
持
第
一
課
、
維

持
第
二
課
、
工
務
第
一
課
、

工
務
第
二
課
、
建
築
課
、
東

部
連
続
立
体
交
差
事
業
課
、

災
害
関
連
事
業
課 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

広
島
県
北
部
建
設
事

務
所 

管
理
課
、
用
地
課
、
維
持
第

一
課
、
維
持
第
二
課
、
工
務

第
一
課
、
工
務
第
二
課
、
建

築
課 

 

（
各
課
及
び
事
業
所
の
分
掌
事
務
） 

第
九
十
六
条 

（
略
） 

 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所 

 
 

建
設
総
務
課
―
用
地
第
一
課
及
び
用
地
第
二
課 

（
略
） 

   
 

農
村
整
備
課
・
林
務
課 

（
略
） 

 

広
島
県
西
部
農
林
水
産
事
務
所
東
広
島
農
林
事
業
所 

 

・
広
島
県
東
部
農
林
水
産
事
務
所
尾
道
農
林
事
業
所 

 
 

（
略
） 

 

（
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
） 

第
九
十
三
条 

（
略
） 

名
称 

位
置 

所
管
区
域 

広
島
県
西
部
建

設
事
務
所 

広
島
市
南
区
比

治
山
本
町 

広
島
市
、
呉
市
、 

竹
原
市
、
大
竹 

市
、
東
広
島
市
、 

廿
日
市
市
、
安

芸
高
田
市
、
江

田
島
市
、
安
芸

郡
、
山
県
郡
及

び
豊
田
郡 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

広
島
県
北
部
建

設
事
務
所 

三
次
市
十
日
市

東
四
丁
目 

三
次
市
及
び
庄

原
市 

 

 

（
所
掌
事
務
） 

第
九
十
四
条 

（
略
） 

 

一
―
十
五 

（
略
） 

 

十
六 

旧
住
宅
地
造
成
事
業
に
関
す
る
法
律
及
び
宅 

地
造
成
等
規
制
法
に
関
す
る
こ
と
。 

十
七
―
二
十 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
内
部
組
織
） 

第
九
十
五
条 

（
略
） 

建
設
事
務
所
名 

課
及
び
事
業
所
名 

 
 

広
島
県
西
部
建
設
事

務
所 

建
設
総
務
課
、
建
設
業
課
、 

用
地
第
一
課
、
用
地
第
二
課
、 

管
理
第
一
課
、
管
理
第
二
課
、 

維
持
第
一
課
、
維
持
第
二
課
、

工
務
第
一
課
、
工
務
第
二
課
、 

建
築
課
、
東
部
連
続
立
体
交

差
事
業
課
、
河
川
改
良
復
旧

事
業
課 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

広
島
県
北
部
建
設
事

務
所 

管
理
課
、
用
地
課
、
維
持
課
、 

工
務
課
、
建
築
課 

  

 

（
各
課
及
び
事
業
所
の
分
掌
事
務
） 

第
九
十
六
条 

（
略
） 

 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所 

 
 

建
設
総
務
課
―
用
地
第
一
課
及
び
用
地
第
二
課 

 

（
略
） 



 
 

管
理
課 

（
略
） 

維
持
第
一
課
及
び
維
持
第
二
課
・
工
務
第
一
課
及 

び
工
務
第
二
課 

（
略
） 

 

建
築
課 

 
 

一
―
七 

（
略
） 

 
 

八 
旧
住
宅
地
造
成
事
業
に
関
す
る
法
律
及
び 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
に
関
す 

る
こ
と
。 

九
―
十
一 

（
略
） 

 
 

東
部
連
続
立
体
交
差
事
業
課 

（
略
） 

 
 

災
害
関
連
事
業
課 

 
 
 

一 

災
害
関
連
緊
急
事
業
等
の
実
施
に
関
す
る 

こ
と
。 

 
 
 

二 

前
号
の
ほ
か
、
他
課
の
所
掌
に
属
し
な
い 

災
害
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。 

広
島
県
東
部
建
設
事
務
所 

 
 

管
理
課
―
港
湾
課 

（
略
） 

 
 

建
築
課 

 
 
 

一
―
七 

（
略
） 

 
 
 

八 

旧
住
宅
地
造
成
事
業
に
関
す
る
法
律
及
び 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
に
関
す 

る
こ
と
。 

 
 
 

九
―
十
二 

（
略
） 

福
山
幹
線
道
路
建
設
事
業
課
・
鞆
地
区
ま
ち
づ
く 

り
推
進
事
業
所 

（
略
） 

広
島
県
北
部
建
設
事
務
所 

 

管
理
課
・
用
地
課 

（
略
） 

維
持
第
一
課
及
び
維
持
第
二
課 

（
略
） 

工
務
第
一
課
及
び
工
務
第
二
課 

（
略
） 

建
築
課 

 
 

一
―
七 

（
略
） 

 

八 

旧
住
宅
地
造
成
事
業
に
関
す
る
法
律
及
び 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
に
関
す 

る
こ
と
。 

 
 
 

九
―
十
二 

（
略
） 

 

（
支
所
の
内
部
組
織
） 

第
百
条 

（
略
） 

建
設
事
務
所
に
置
く

支
所
の
名
称 

課
名 

（
略
） 

（
略
） 

広
島
県
西
部
建
設
事

務
所
安
芸
太
田
支
所 

建
設
総
務
課
、
管
理
用
地
課
、 

維
持
課
、
工
務
課 

広
島
県
西
部
建
設
事

務
所
東
広
島
支
所 

管
理
課
、
用
地
課
、
維
持
課
、 

工
務
第
一
課
、
工
務
第
二
課
、 

災
害
関
連
事
業
課 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
支
所
の
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
百
一
条 

（
略
） 

 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
呉
支
所
・
広
島
県
西
部
建 

設
事
務
所
廿
日
市
支
所 

（
略
） 

 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
安
芸
太
田
支
所 

 
 

建
設
総
務
課
・
管
理
用
地
課 

（
略
） 

 
 

管
理
第
一
課
及
び
管
理
第
二
課 

（
略
） 

 
 

維
持
第
一
課
及
び
維
持
第
二
課
・
工
務
第
一
課
及 

び
工
務
第
二
課 

（
略
） 

 

建
築
課 

 
 

一
―
七 

（
略
） 

 
 

八 

旧
住
宅
地
造
成
事
業
に
関
す
る
法
律
及
び 

宅
地
造
成
等
規
制
法
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

九
―
十
一 

（
略
） 

 
 

東
部
連
続
立
体
交
差
事
業
課 

（
略
） 

 
 

河
川
改
良
復
旧
事
業
課 

 
 
 

三
篠
川
災
害
復
旧
事
業
及
び
多
治
比
川
災
害

復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。 

   

広
島
県
東
部
建
設
事
務
所 

 
 

管
理
課
―
港
湾
課 

（
略
） 

 
 

建
築
課 

 
 
 

一
―
七 

（
略
） 

 
 
 

八 

旧
住
宅
地
造
成
事
業
に
関
す
る
法
律
及
び 

宅
地
造
成
等
規
制
法
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

九
―
十
二 

（
略
） 

 
 

福
山
幹
線
道
路
建
設
事
業
課
・
鞆
地
区
ま
ち
づ
く 

り
推
進
事
業
所 
（
略
） 

広
島
県
北
部
建
設
事
務
所 

 

管
理
課
・
用
地
課 
（
略
） 

 

維
持
課 

（
略
） 

 

工
務
課 

（
略
） 

 

建
築
課 

 
 

一
―
七 

（
略
） 

 
 

八 

旧
住
宅
地
造
成
事
業
に
関
す
る
法
律
及
び 

宅
地
造
成
等
規
制
法
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

九
―
十
二 

（
略
） 

 

（
支
所
の
内
部
組
織
） 

第
百
条 

（
略
） 

建
設
事
務
所
に
置
く

支
所
の
名
称 

課
名 

（
略
） 

（
略
） 

広
島
県
西
部
建
設
事

務
所
安
芸
太
田
支
所 

建
設
総
務
課
、
管
理
用
地
課
、 

土
木
課 

広
島
県
西
部
建
設
事

務
所
東
広
島
支
所 

管
理
課
、
用
地
課
、
維
持
課
、 

工
務
第
一
課
、
工
務
第
二
課 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
支
所
の
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
百
一
条 

（
略
） 

 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
呉
支
所
・
広
島
県
西
部
建 

設
事
務
所
廿
日
市
支
所 

（
略
） 

 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
安
芸
太
田
支
所 

 
 

建
設
総
務
課
・
管
理
用
地
課 

（
略
） 



 
 

維
持
課 

 
 
 

一
・
二 

（
略
） 

        
 

工
務
課 

 
 
 

一 

他
課
の
所
掌
に
属
し
な
い
土
木
工
事
の
調 

査
、
設
計
及
び
実
施
並
び
に
監
督
に
関
す
る 

こ
と
。 

 
 
 

二 

国
又
は
県
の
補
助
に
よ
り
町
等
が
行
う
土 

木
工
事
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

三 

町
の
都
市
計
画
等
の
助
言
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

四 

県
の
定
め
る
都
市
計
画
案
の
作
成
等
に
関 

す
る
こ
と
。 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
東
広
島
支
所 

 
 

管
理
課
―
工
務
第
一
課
及
び
工
務
第
二
課 

（
略 

 
 

） 
 
 

災
害
関
連
事
業
課 

 
 
 

一 

災
害
関
連
緊
急
事
業
等
の
実
施
に
関
す
る 

こ
と
。 

 
 
 

二 

河
川
改
良
復
旧
事
業
の
実
施
に
関
す
る
こ 

と
。 

 
 
 

三 

前
二
号
の
ほ
か
、
他
課
の
所
掌
に
属
し
な 

い
災
害
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。 

 

広
島
県
東
部
建
設
事
務
所
三
原
支
所
・
広
島
県
北
部 

 

建
設
事
務
所
庄
原
支
所 

（
略
） 

 

（
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
百
八
条 

（
略
） 

 

総
務
課 

（
略
） 

 

港
営
課 

 
 

一
―
六 

（
略
） 

 
 

七 

広
島
県
広
島
ヘ
リ
ポ
ー
ト
に
関
す
る
事
務
の 

う
ち
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

工
務
課 

 
 

一
―
五 

（
略
） 

 
 

六 

広
島
県
広
島
ヘ
リ
ポ
ー
ト
に
関
す
る
事
務
の 

う
ち
技
術
的
事
項
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

土
木
課 

 
 
 

一
・
二 

（
略
） 

 
 
 

三 

土
木
工
事
の
調
査
、
設
計
及
び
実
施
並
び 

に
監
督
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

四 

国
又
は
県
の
補
助
に
よ
り
町
等
が
行
う
土 

木
工
事
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

五 

町
の
都
市
計
画
等
の
助
言
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

六 

県
の
定
め
る
都
市
計
画
案
の
作
成
等
に
関 

す
る
こ
と
。 

         
 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
東
広
島
支
所 

 
 

管
理
課
―
工
務
第
一
課
及
び
工
務
第
二
課 

（
略 

 
 

） 
       

広
島
県
東
部
建
設
事
務
所
三
原
支
所
・
広
島
県
北
部 

建
設
事
務
所
庄
原
支
所 

（
略
） 

 

（
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
百
八
条 

（
略
） 

 

総
務
課 

（
略
） 

 

港
営
課 

 
 

一
―
六 

（
略
） 

   

工
務
課 

 
 

一
―
五 

（
略
） 

  
 

 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


